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（１）大会の共催は、新潟県教育委員会及び公益財団法人新潟県スポーツ協会加盟当該種
目別競技団体（以下「県種目別競技団体」という。）とする。
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１０　引率・監督
（１）引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校長

の認める学校の職員とする。また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」（学
校教育法施行規則第78条の2に示された者）も可とする。但し、「部活動指導員」に引
率を委嘱する校長は、県高体連会長に事前に届け出る。

（２）監督、コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償
責任保険（スポーツ保険等）に必ず加入することを条件とする。

　※但し、公立学校は、引率・監督がこの基準により限定された範囲内であれば、新潟県
または新潟市の規程に従うことを原則とする。

（６）選手は、平成14年４月２日以降に生まれた者とする。ただし、出場は同一競技
３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。（「出場」とは登録やエント
リーではなく、試合への出場回数をさし、専門部が責任を持って調整・確認する。）

　　　大会参加を満たし、日程等が重ならない場合は複数競技への参加を認める。
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（10）転校後６ヶ月未満（水泳は１年）の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれ
に準じる。）ただし、一家転住等やむを得ない場合は、会長の認可があればこの限
りでない。
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ア　主催　　イ　共催　　ウ　必要により後援　　エ　主管　　オ　主管校
カ　開催期日　　キ　会場　　ク　競技種目　　ケ　日程　　コ　競技規則
サ　競技方法　シ　引率・監督　ス　参加資格　セ　参加制限　ソ　申込方法
タ　参加料　　チ　表彰　　ツ　必要により宿泊　　テ　諸会議
ト　連絡事項及び諸注意　　ナ　その他
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プログラムの配布先及び配布部数は、専門部で定める。

　主管校は、プログラム、大会成績３部及び大会終了報告書２部を、次の各期にまと
めて部長に提出する。部長は内容を点検し本連盟に報告する。

（１）４月１日から６月30日の間に実施した事業は、７月31日までに報告する。
（２）７月１日から11月30日の間に実施した事業は、12月31日までに報告する。
（３）12月１日から年度末にかけて実施した事業は、３月第２週の金曜日までに報告する。

（２）宿泊要項は、本連盟が新潟県旅館ホテル組合と協議したものについて専門部委員
長会議で審議し、理事会で決定後、代議員会の承認を得て定める。
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平成２７年４月　９日　　一部改正
平成３１年４月１１日　　一部改正
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公益財団法人新潟県スポーツ協会
公益財団法人新潟県スポーツ協会加盟種目別競技団体（以下「県種目別競技団体」という。）
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（５）選手は、平成14年４月２日以降に生まれた者とする。ただし、出場は同一競技３回
までとし、同一学年での出場は１回限りとする。（「出場」とは登録やエントリーでは
なく、試合への出場回数をさし、専門部が責任を持って調整・確認する。）

　　　大会参加資格を満たし、日程等が重ならない場合は複数競技への参加を認める。

９　引率・監督
（１）引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は

校長の認める学校の職員とする。また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」
（学校教育法施行規則第78条の2に示された者）も可とする。但し、「部活動指導員」
に引率を委嘱する校長は、県高体連会長に事前に届け出る。

（２）監督、コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・
賠償責任保険（スポーツ保険等）に必ず加入することを条件とする。

　※但し、公立学校は、引率・監督がこの基準により限定された範囲内であれば、新
潟県または新潟市の規程に従うことを原則とする。
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（９）転校後６ヶ月未満（水泳は１年）の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれ
に準じる。）ただし、一家転住等やむを得ない場合は、会長の認可があればこの限
りでない。

　　　大会の会場は、本連盟加盟校の施設及び新潟県内の公営施設とする。公営施設を使
用する場合は、会長の承認を必要とする。

（１０）
（１１）

（１２）
（１３）

計画書は、大会開催年度前年の８月31日までに提出する。

　上記（５）のただし書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生
徒の出場は、同一競技３回限りとする。
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ア　主催　　イ　共催　　ウ　必要により後援　　エ　主管　　オ　主管校
カ　開催期日　　キ　会場　　ク　日程　　ケ　競技種目　　コ　競技規則
サ　競技方法　シ　引率・監督　ス　参加資格　セ　参加制限　ソ　申込方法
タ　参加料　チ　表彰　ツ　宿泊　テ　北信越大会及び全国高校総体参加資格
ト　諸会議　ナ　連絡事項及び諸注意　ニ　その他専門部で必要な事項
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（７）プログラムの配布先及び部数は、専門部で定める。

（６）上記の他、関係機関及び団体からカップ・トロフィー・メダル等を授与する場合は、
会長の承認を必要とする。
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10日 一部改正

（１）４月１日から６月30日の間に実施した事業は、７月31日までに報告する。
（２）７月１日から11月30日の間に実施した事業は、12月31日までに報告する。
（３）12月１日から年度末にかけて実施した事業は、３月第２週の金曜日までに報告する。

平成２２年４月８日　　　一部改正
平成２７年４月９日　　　一部改正
平成３１年４月11日　　　一部改正

　主管校は、プログラム、大会成績３部及び大会終了報告書２部を、次の各期にまと
めて部長に提出する。部長は内容を点検し本連盟に報告する。

２７　附　則

（２）宿泊要項は、本連盟が新潟県旅館ホテル組合と協議したものについて専門部委員
長会議で審議し、理事会で決定後、代議員会の承認を得て定める。



公益財団法人新潟県スポーツ協会（以下「県スポーツ協会」という。）

（３）
（４）

県スポーツ協会加盟種目別競技団体
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ア　４月１日から６月30日の間に実施した事業は、７月31日までに報告する。
イ　７月１日から11月30日の間に実施した事業は、12月31日までに報告する。
ウ　12月１日から年度末にかけて実施した事業は、３月第２週の金曜日までに報告する。

（１）委員長は、次の各期に、講習会資料及び参加者名簿を添付した講習会終了報告書を、
部長の承認を得て、本連盟に提出する。
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平成２７年４月　９日　　　　一部改正
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大会役員 県関係 県スポーツ協会 種目別競技団体 開催市町村 県高体連

名 誉 顧 問 知 事

名 誉 会 長 教 育 長

会 長

会 長

教 育 長

大 会 会 長 会 長

大 会 副 会 長 副 会 長

教 育 次 長

市 町 村 長

副 会 長

教 育 委 員

顧 問

元 理 事 長

元 事 務 局 長

保健体育課長

高等学校教育課長

加盟高等学校長

専 務 理 事

常 務 理 事

副 会 長

主 管 課 長

会場管理責任者

大 会 委 員 長 当 該 専 門 部 長

大会副委員長 主 管 校 長

理 事 長

事 務 局 長

各専門部委員長

保健体育課

課長補佐

保健体育課

関係指導係長

保健体育課

関係指導主事

理 事 長

主管課長補佐

当該専門部委員

＊上記のほか、各専門部で定める。

委 員

名 誉 副 会 長

新潟県高等学校総合体育大会大会役員編成基準表＜平成31(2019)年度＞

参 与

顧 問

新潟県高等学校総合体育大会大会役員編成基準表
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　県教育委員会、県スポーツ協会、会場地市町村教育委員会、県競技団体への申請は
本連盟事務局が行う。
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　共催及び後援機関・団体（新潟県教育委員会及び新潟県スポーツ協会には、本連
盟事務局が送付する。）
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　新潟県教育委員会・（公財）新潟県スポーツ協会・開催地市町村教育委員会の関
係者には本連盟が委嘱する。
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新潟県教育委員会及び新潟県スポーツ協会には本連盟事務局が送付する。
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新潟県教育委員会、財団法人新潟県スポーツ協会
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財団法人新潟県スポーツ協会
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−43−

１　総　則
（１）新潟県高等学校体育連盟（以下「本連盟」という。）と、北信越高等学校体育連盟

（以下「北信越高体連」という。）が主催する北信越高等学校体育大会新潟県開催種
目大会（以下「大会」という。）に関し、この開催基準要項を定める。

公益財団法人新潟県スポーツ協会（以下「県スポーツ協会」という。）
県スポーツ協会加盟種目別競技団体（以下「県種目別競技団体」という。）

大会の主催は、北信越高体連とし、必要に応じて本連盟を含めることができる。

大会の主管は、本連盟及び本連盟当該専門部とする。

平成14年４月２日

７



−44−

　上記（３）のただし書きについては、学年の区別を設けない課程に在籍する生徒
の出場は、同一競技３回までとする。

１１　引率・監督
（１）引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校長

の認める学校の職員とする。また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」（学校
教育法施行規則第78条の２に示された者）も可とする。　

（２）監督、コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償
責任保険(スポーツ安全保険等)に必ず加入することを条件とする。　　　
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８月３１日

　　　但し、各県における規定があり、引率･監督者がこの基準により限定された範囲内で
あればその規定に従うことを原則とする。
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ア　主催　　イ　共催　　ウ　必要により後援　　エ　主管　　オ　開催期日
カ　会場　　キ　日程　　ク　競技種目　　ケ　競技規則　　コ　競技方法
サ　引率・監督　シ　参加資格　ス　参加制限　セ　申込方法　ソ　参加料
タ　表彰　チ　宿泊　ツ　諸会議　テ　連絡事項　ト　その他、専門部で必要な事項

１７

１８

１９

２０

２１

（２）専門部は、大会終了後、本連盟にプログラムと大会結果を１２部提出する。

〔令和〇〇年度北信越高等学校体育大会〇〇〇競技大会〕
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（１）専門部は、大会終了後、報告書の作成を行い、部長の決裁を経て、12部を本連盟に
　　提出する。

平成２７年４月　９日　　一部改正
平成３１年４月１１日　　一部改正

（３）

２２

２３

２４

２５

（１）大会関係者の宿泊に関することは、新潟県旅館ホテル組合と協議し、開催年度の前
年９月上旬に開催する北信越高体連理事会で審議決定する。
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北信越高等学校体育大会新潟県開催種目大会役員編成基準表
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（１）公益財団法人日本スポーツ協会加盟種目別競技団体と公益財団法人全国高等学校体
育連盟が共同主催する全国高等学校選抜大会の北信越高体連関係ブロック予選大会で
あること。
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北信越高等学校体育連盟 共催大会基準要項 

北信越高等学校体育連盟 

 

１ 共催大会の定義 

  （１）共催とは、北信越高等学校体育連盟（以下本連盟）が大会の企画又は運営に参画し、共同開

催として責任の一部を負担することを言う。 

  （２）本連盟は、大会運営に要する経費は負担しないこととする。 

 

２ 共催大会の基準 

  （１）（公財）日本スポーツ協会加盟種目別競技団体と（公財）全国高等学校体育連盟（以下全国高 

体連）が共同主催する全国高等学校選抜大会のブロック予選。 ［《 別表 》（１）記載競技］ 
  （２）本連盟設置専門部の競技種目大会。 
  （３）上記（１）以外で、本連盟理事会が認めている大会。     ［《 別表 》（２）記載大会］ 
  （４）学業に支障がなく、教育活動の一環として無理の無いよう配慮されている。 
  （５）参加にかかる経費が、生徒の過重負担にならないよう配慮されている。 
 
３ 共催の申請 
  （１）主催者は、本連盟の設置専門部と協議決定し、「 様式 」に従い申請書を開催県の高体連事務

局に提出する。 
（２）申請書の提出期限は、新規申請においては大会開催前年の７月末日、継続申請においては大

会開催年の７月末日とする。 
（３）申請書を受け取った開催県の高体連事務局は、内容を確認のうえ、８月末日までに本連盟に

送付する。 
  （４）本連盟は、上記（１）、（２）の申請に基づいて理事会で審議し、決定の場合は本連盟高体連

会長名で申請者に対し承諾書を交付する。 
 
４ 大会参加資格 
  （１）選手は、北信越５県（新潟、富山、石川、福井、長野）高体連に加盟している生徒であるこ

と。 
  （２）選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長の承認を必要とする。 
  （３）選手は、各県予選大会等において参加資格を得たものとする。 
  （４）上記の他、主催者と専門部で協議して定める。 
 
５ 大会開催期間 
  （１）大会は、原則として土曜日、日曜日または長期休業中に開催する。 
 
６ その他 
  （１）共催大会として承諾を受けた後、事業の中止または事業内容に変更が生じた場合には、速や

かにその旨を本連盟事務局に届け出る。 
  （２）主催者は、大会終了後速やかに本連盟事務局にプログラム及び大会成績を提出する。 
  （３）大会の運営に不適当なことがある場合、本連盟は主催者及び関係専門部に是正を申し出る。 
 
７ 附 則 
   本基準要項は、平成３０年４月１日から施行する。 
   平成３０年９月 一部改正「共催申請書の提出先と提出期日の変更」 
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　　　新潟県高等学校体育連盟（以下「本連盟」という。）が、公益財団法人新潟県スポー
ツ協会加盟種目別競技団体（以下「県種目別競技団体」という。）が主催して開催する
競技大会を共同開催することに関し、この開催基準要項を定める。

（１）共催の申請は、主催者が申請書を本連盟に提出する。

（１）公益財団法人日本スポーツ協会加盟種目別競技団体と公益財団法人全国高等学校体
育連盟が共同主催する全国高等学校選抜大会の新潟県予選大会であることを原則とす
る。

（３）申請書は、大会開催年度前年の１０月３１日までに提出する。
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（８）

（９）

（２）主催者または当該専門部は、大会実施要項２部を大会開催期日の１５日前まで
に本連盟に提出する。
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平成２９年４月１２日　　　一部改正
平成３１年４月１１日　　　一部改正

　　  主催者または当該専門部は、大会終了後２０日以内に、本連盟にプログラム及び
大会成績を添付した大会終了報告書を提出する。
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　　　新潟県高等学校体育連盟（以下「本連盟」という。）が、公益財団法人新潟県スポー
ツ協会加盟種目別競技団体（以下「県種目別競技団体」という。）が開催する競技大会
を後援することに関し、この開催基準要項を定める。

（１）後援の申請は、主催者が申請書を本連盟に提出する。

（５）本連盟会長（以下「会長」という。）は、年度途中において後援申請のあった大会
について、その大会の内容が本要項に照らし合わせ、相応と認めるものについて、後
援を認めることができる。

　　　この場合、会長はその結果を直近の理事会で報告するものとする。

（３）申請書は、大会開催年度前年の１０月３１日までに提出する。
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（２）主催者または当該専門部は、本連盟に大会実施要項２部を大会開催期日の１５
日前までに提出する。

　　  主催者または当該専門部は、大会終了後２０日以内に、本連盟にプログラム及び
大会成績を添付した大会終了報告書を提出する。
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平成２９年４月１２日　　一部改正
平成３１年４月１１日　　一部改正
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